
疾風に勁草を知る

2023年 7月1日

元厚生労働大臣 塩崎恭久（22回）

2023年度 東京都立新宿高校 朝陽同窓会 総会



～坂本龍一君との思い出～
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当 面 の 社 会 貢 献 課 題

●日本経済社会の再生
・「新しい、勝てる資本主義」へ
・多様なグローバル人材と共生する日本経済社会へ
・「出入り自由の公務員制度」
・国立大学改革、学校法人改革
●要保護児童の社会的養育推進
・「家庭養育優先原則」として里親実践
・児童養護に関する議員連盟顧問
・愛媛県初の里親等支援NPOの運営支援
●医療DX、個別化医療等による患者還元と全国民の健康実現
・医療のDX（データヘルス改革）推進
・「ゲノム医療推進研究会」（がん、難病の克服）を通じた個別化医療推進
・βラクタム抗菌薬原薬国産化委員会委員長
●グローバルヘルスを通じた世界貢献
・CEPI グローバル親善大使
・薬剤耐性（AMR）に関する Global Leaders Group＜GLG＞メンバー
・「広島G７グローバルヘルス・フォローアップ・イニシアティブ」アドバイザリー・コミッティ委員長
・病院船による地域医療の国際展開、災害協力
●「国会事故調査委員会」資料の公開ルール構築
・国民資産の国民共有
●（公財）全国篤志面接委員連盟会長

一般財団法人 勁草日本イニシアティブ
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」の創設

リードした主な議員立法
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（2023年6月現在）

概要法律名等年

科学技術振興を国家戦略として初めて位置づ

ける法律。逐条作成。
「科学技術基本法」1995 

本邦初のストックオプション（従業員に自社株を

一定価格で購入する権利を与える）制度を導

入。

「ストックオプション法」

（商法改正）
1997

金融国会において「政策新人類」として、「一時

国有化」など新たな銀行破綻処理制度を与野

党を超えて創設。

「金融再生法」1998

いつでも一定限度額まで借り入れ可能とする

銀行等の「コミットメントライン（特定融資契約）」

制度の創設。

「コミットメントライン法」

（特定融資契約法）
1999

健全銀行による整理回収機構（ＲＣＣ）への不

良債権買取り申し込みを可能とする制度創設。

「健全銀行不良債権買取法」

（金融再生法改正）
2001

重大犯罪を犯した精神障害者を、特別の治療

施設に収容、治療し、健康回復と犯罪再発防

止を目指す法律。閣法の議員修正、答弁を一

手に担当。

「医療観察法」2003

犯罪被害者やその家族等のための施策を、総

合的・計画的に推進し、権利利益の保護を図る。

個人の尊厳が重んぜられ、それに相応しい処

遇保障の権利などを規定。

「犯罪被害者等基本法」2004

西武鉄道事件と同様、有価証券報告書上の虚

偽記載による継続的開示義務違反への課徴

金制度導入。

「継続的開示義務違反課徴

金法」

（証券取引法改正）

2005

所持罪（自公案）、取得罪（民主案）の対立を

「単純所持罪の新設」により、その他事項を含

め法案骨格につき与野党で大筋合意。

「改正児童ポルノ禁止法」

＜2014年6月成立＞
2009

概要法律名等年

福島第一原発事故の原因究明等のため、憲政

史上初めて国会に民間専門家による独立調査

機関を設置。国政調査権並みの権限付与。

「国会原発事故調査委員会法」2011

国民の信頼回復のため、ＩＡＥＡ安全基準に合致

した、独立性、専門性の高い、一元化された新

たな原子力規制組織を創設。政府は塩崎案を

ほぼ「丸のみ」。

「原子力規制委員会設置法」2012

努力義務であった地域がん登録を法定化し、全

国がん患者の診察情報等を一元集約化し、罹

患分析や治療法の向上に貢献。

自公及び、民主党を除く全野党の共同提案によ

る議員立法。12月衆参で可決され成立。

「がん登録法」2013

瀬戸内海の漁獲量や藻場・干潟の減少等を受
け、その価値・機能が最大限に発揮された「豊
かな海」に生まれ変わらせることを目的とする。
瀬戸内海再生議員連盟の会長として議連を超
党派化し、自民・公明・民主・維新の４党の共同
提案で提出、成立。

「改正瀬戸内法」

（2021年通常国会にて、閣法

として再改正）

2015

成年後見人が、被後見人宛て郵便物の転送を

受け、適正に管理する事を可能とし、加えて被

後見人死亡後の成年後見人の権限を明確化。

公明党が推進する成年後見人の利用促進案に

加える形で、自公共同提案として提出、成立。

「成年後見制度改革法」2016

休眠預金者の利益を守りつつ、休眠預金を民間

公益活動を促進するために活用し、国民生活や

社会福祉を向上。議員連盟会長。

「休眠預金等活用法」同上

子どもの権利条約に基づき、子どもの権利を常

に保証するための総合的な政策を推進するた

めの法律を「こども家庭庁」設置に合わせ導入。

「こども基本法」2022

ゲノム医療の推進を図るとともに、ゲノム情報に

基づく差別を禁止。
「ゲノム医療基本法」2023



2020年の世界の時価総額ランキング
50社のうち⽇本企業は1社（1989年は31社）

失われた30年
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（注）ＯＥＣＤによる推計値。
（出所）ＯＥＣＤ、Haver
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資本︓イノベーション政策の失敗(⼤学改⾰、DX、GX等)

➡資本ストックへの投資不⾜、潜在成⻑⼒低迷、
国際競争⼒低下

➡賃⾦、為替の低迷

労働︓⼈⼝政策の失敗(少⼦化対策およびグローバル⼈材活⽤)

➡全業種での⼈⼿不⾜、能⼒⼈材の不⾜、との認識が
重要

➡労働⼒不⾜による成⻑、税収等の低迷

労働市場の深刻な問題⇒労働市場に責任を持つ厚労省の中⼼課題

「失われた30年」における２つの失敗
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国・地域20212022国・地域20212022

イギリス1416デンマーク41

中国1517アメリカ12

オーストリア1618スウェーデン33

ドイツ1819シンガポール54

エストニア2520スイス65

アイスランド2121オランダ76

フランス2422フィンランド117

ベルギー2623韓国128

アイルランド1824香港29

リトアニア3025カナダ1310

カタール2926台湾811

ニュージーランド2327ノルウェー912

スペイン3128UAE1013

日本2829オーストラリア2014

ルクセンブルグ2230イスラエル1715

世界デジタル競争力ランキング(IMD調べ) 日本は29位へ

出典:IMDWorld Digital Competitiveness Ranking 2022 6



THE 世界大学ランキング 2023

出典：イギリス高等教育専門誌 「Times Higher Education (THE)」 発表 「The Times Higher Education World University Rankings 2023 （THE世界大学ランキング）」より

（世 界） （アジア・太平洋州） 2022年10⽉22⽇公開

100位未満アジア・太平洋州国 ：中国７校、オーストラリア７校、⾹港５校、韓国３校、⽇本２校、シンガポール２校

国⼤学名順位
中国清華⼤学16
中国北京⼤学17

シンガポールシンガポール国⽴⼤学19
⾹港⾹港⼤学31

オーストラリアメルボルン⼤学34
シンガポール南洋理⼯⼤学36

⽇本東京⼤学39
オーストラリアモナシュ⼤学44

⾹港⾹港中⽂⼤学45
中国復旦⼤学51
中国上海交通⼤学52

オーストラリアクイーンズランド⼤学53
オーストラリアシドニー⼤学54

韓国ソウル⼤学56
⾹港⾹港科技⼤学58

オーストラリアオーストラリア国⽴⼤学62
中国浙江⼤学67
⽇本京都⼤学68

オーストラリアニューサウスウェールズ⼤学71
中国中国科学技術⼤学74
韓国延世⼤学校ソウル校78
⾹港⾹港理⼯⼤学79

オーストラリアアデレード⼤学88
韓国韓国科学技術院 (KAIST)91
中国南京⼤学95
⾹港⾹港城市⼤学99

国⼤学名順位
英国オックスフォード⼤学1
⽶国ハーバード⼤学2
英国ケンブリッジ⼤学3
⽶国スタンフォード⼤学3
⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学5
⽶国カリフォルニア⼯科⼤学6
英国プリンストン⼤学7
⽶国カリフォルニア⼤学バークレー校8
⽶国イェール⼤学9
英国インペリアル・カレッジ・ロンドン10
⽶国コロンビア⼤学11
スイススイス連邦⼯科⼤学チューリッヒ校11
⽶国シカゴ⼤学13
⽶国ペンシルバニア⼤学14
⽶国ジョンズホプキンス⼤学15
中国清華⼤学16
中国北京⼤学17
カナダトロント⼤学18

シンガポールシンガポール国⽴⼤学19
⽶国コーネル⼤学20
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40

④ 文教・科学技術

（基本的考え方）

（略）
イノベーション創出の中核としての国立大学法人については、指定国立大学が先導して、世界の先

進大学並みの独立した、個性的かつ戦略的大学経営を可能とする大胆な改革を可及的速やかに断

行する。そのため、より高い教育・研究に向けた自由かつ公正な競争を担保するため、国は国立大

学との自律的契約関係を再定義し、真の自律的経営に相応しい法的枠組みの再検討を行う。その

際、現行の「国立大学法人評価」、「認証評価」及び「重点支援評価」に関し、廃止を含め抜本的な簡

素化を図り、教育・研究の成果について、中長期的努力の成果を含め厳正かつ客観的な評価に転

換する。また国は、各大学が学長、学部長等を必要な資質能力に関する客観基準により、法律に則

り意向投票によることなく選考の上、自らの裁量による経営を可能とするため、授業料、学生定員等

の弾力化等、新たな自主財源確保を可能とするなどの各種制度整備を早急に行う。また各大学は、

グローバル人材を糾合できる世界標準の能力・業績評価制度とそれに基づく柔軟な報酬体系を早

期に確立させる。あわせて、現代の世界において英語が共通言語化されている状況を踏まえ、真に

世界に伍していける大学実現に向け、日常的な英語による教育研究の早期実現を目指す。

（略）

【抜粋】「骨太の方針2019」（6月21日閣議決定）
「国⽴大学法人改革」関連記述
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柳井正財団 海外学⼠プログラム 2017年⼊学の第⼀期⽣から現在に⾄るまでの実績

51.8

11.2

8.1

4.6

17.8

6.5

出⾝⾼校種別奨学⽣数
197名
2022年に新たに43名の奨学⽣を迎えています。

国内149名

進学先⼤学

出⾝⾼校所在地

⽀給額

総額 約 35億円

⼀⼈当たりの最⼤⽀給額 (注) １ドル＝144円 ➡ 1,368万円
⽶国 US$95,000 (注)
英国 ￡65,000

（2022年9⽉時点）

海外48名

柳井正財団海外学⼠プログラムでは、⼤学の授業料だけではなく、寮費や保険料、⽣活⽀
援⾦なども含む⾦額を⽀給しており、4年間の学⽣⽣活をトータルで⽀援。

2017年から2022年8⽉までに⽀給された総額。

海外奨学⾦プログラムを通じて学⽣に⽀給される奨学⾦。
奨学⽣⼀⼈当たり最⼤（年間）。
※授業料、寮費、保険料、⽣活⽀援⾦などを含む。

奨学⽣の主な進学先は、⽶国の概ねトップ30に⼊る⼤学、および同等レベルの英国⼤学です。
専攻は哲学、⽂化⼈類学、⼼理学、分⼦⽣物学、機械⼯学、宇宙⼯学など、幅広い分野に
わたります。
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日本 ドイツ

（出所）総務省、世界銀行等

米国 英国 豪州 ニュージーランド

日本以外は世界に開かれた労働市場

各国の人口動態の変化率
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0.5％ 1.6％ 2.1％

▲0.1％ 2.9％ 2.3％ ▲0.1％ 0.6％ 1.0％

0.7％ ▲0.9％ ▲0.3％ 2.1％ 1.0％ 1.1％

+4 ▲10 ▲4 +31 +3 +16

― ― +6 +41 ― ―

就業者数増減数
（百万人）

「就業者数減少トレンド
継続シナリオ」との差分

（百万人）

実績
2013～
2022年

実績
2013～
2022年

実質経済成長率
（年平均）

2.0％

（目標）

労働生産性上昇率

就業者数増加率

日本
英国 米国

実績
2013～
2022年

シミュレーション（2023～2040年）

就業者数減少
トレンド継続

シナリオ

女性、高齢者
就業促進
シナリオ

労働生産性
上昇率横ばい

シナリオ

＝

＋

実質経済成長率2％の達成には、生産性改善と働く人の増加が不可欠

+35
（注）各シナリオの詳細は以下の通り。

・就業者数減少トレンド継続シナリオ：各年齢・各性別の労働力率が、2022年の水準のまま横ばいで推移すると仮定。
・女性、高齢者就業促進シナリオ：①30～59歳の女性労働力率が、2040年までに概ね2010年時点のスウェーデン並みの水準まで上昇する
こと、②高齢者の労働力率が、2040年までに、60～64歳について55～59歳と同じ水準まで上昇し、65歳以上についてもそれに見合って
上昇すること、③失業率が2025年までに1％程度改善することを仮定。

・労働生産性上昇率横ばいシナリオ：労働生産性が過去（2013～2022年）平均並みで推移すると仮定。
（出所）内閣府、総務省、国立社会保障・人口問題研究所、ＯＥＣＤ等 12



（基本的理念）

第三条
（略）

２ 労働者おいて「は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項（以下
この項に能力等」という。）の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に
評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実
施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

「労働施策総合推進法」
（2018年施⾏ 安倍内閣働き⽅改⾰の理念法）

13

【抜粋】「⾻太の⽅針 2023」 （2023年6⽉16⽇閣議決定）
「三位⼀体の労働市場改⾰」関連記述

第２章 新しい資本主義の加速

１．三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い中間層の形成

（三位一体の労働市場改革）
・・・・・内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、労働者が自らの選択によって労働移動でき
るようにすることが急務である。内部労働市場が活性化されてこそ、労働市場全体も活性化するのであり、
人的資本こそ企業価値向上の鍵である。こうした考え方の下、「リ・スキリングによる能力向上支援」、
「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」、「成長分野への労働移動の円滑化」という「三位一体の労
働市場改革」を行い、客観性、透明性、公平性が確保される雇用システムへの転換を図ることにより、構
造的に賃金が上昇する仕組みを作っていく。



ニューヨーク証券取引所における岸田内閣総理大臣スピーチ （2022年9月22日）

14

（略）

そして、今、再び日本で変革が起き始めている。私は、我々が直面する様々な社会課題を成長の
エンジンへと転換することを提案している。そして、成長の果実を分配し、更なる成長へとつなげて
いく。こうした挑戦に向け、予算、税制、規制改革といったあらゆる政策を総動員する。

（中略）
日本の五つの優先課題を紹介する。

第１に、「人への投資」だ。

デジタル化・クリーン化は経済を大きく変えた。これから、大きな付加価値を生み出す源泉となるの
は、有形資産ではなく無形資産。中でも、人的資本だ。だから、人的資本を重視する社会を作り上
げていく。

まずは労働市場の改革。日本の経済界とも協力し、メンバーシップに基づく年功的な職能給の仕
組みを、個々の企業の実績に応じて、ジョブ型の職務給中心の日本に合ったシステムに見直す。
これにより労働移動を円滑化し、高い賃金を払えば、高いスキルの人材が集まり、その結果、労働
生産性が上がり、更に高い賃金を払うことができるというサイクルを生み出していく。そのために、
労働移動を促しながら、就業者のデジタル分野などでのリスキリング支援を大幅に強化する。

第２は、イノベーションへの投資だ。
第３は、GX（グリーン・トランスフォーメーション）への投資だ。
第４に、資産所得倍増プランだ。
第５に、世界と共に成長する国づくりだ。
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2020年7⽉１⽇発⾏ （株）メタ・ブレーン
16



207,659件R3年度

H12年度から
約１２倍以上に増加

17



23.5%

日本のみ２０２２年３月末。

18
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社会的養育の形態と政府数値目標

今後⼗数年をかけて
概ね 1/3

［家庭的養護］
・⾥親
・ファミリーホーム

今後⼗数年をかけて
概ね 1/3

［できる限り家庭的な
養育環境］
・⼩規模グループケア
・グループホーム

今後⼗数年をかけて
概ね 1/3

［施設養護］
・児童養護施設
・乳児院等

（児童養護施設はすべて
⼩規模ケア）

概ね 5年以内に75％以上
概ね 7年以内に75％以上
概ね10年以内に50％以上

⾥親委託率
3歳未満
それ以外の就学前
学童期以降

概ね5年以内に年間1,000
⼈以上、その後も増加

特別養⼦縁組成⽴数

「社会的養護の課題と将来像」
（2011年7⽉）

「新しい社会的養育ビジョン」
（2017年8⽉）

①［家庭］ 実⽗⺟や親族等

②［家庭における養育環境と同様の養育環境］

③［できる限り良好な家庭的環境］
⼩規模かつ地域分散型施設、まで

［施設の新たな役割］
施設⼊所は、措置前の⼀時的な⼊所に加え、⾼度専⾨
的な対応が必要な場合が中⼼。
⾼機能化、多機能化を図り、地域で新たな役割を担う。

21



10年⽬7年⽬5年⽬

H30年度末
実績

（R11年度末）（R８年度末）（R６年度末）
学童期3歳以上

3歳未満
3歳以上

3歳未満3歳未満
以降就学前就学前

50.0%以上75.0%75.0%75.0%以上75.0%75.0%以上20.5%国が策定要領で⽰す数値

42.1%46.4%55.6%--32.0%20.5%和歌⼭県

60.0%--40.0%24.6%⿃取県

概ね40%以上-概ね50%以上-41.0%35.0%23.4%島根県

50.0%75.0%75.0%75.0%75.0%75.0%32.7%岡⼭県
(50.0%)(75.0%)(75.0%)(75.0%)(75.0%)(75.0%)(14.0%)（岡⼭市）
42.4%44.0%43.5%

--
29.0%14.1%広島県

(42.4%)(44.0%)(43.5%)(29.0%)(18.8%)（広島市）

45.0%--33.3%20.0%⼭⼝県

43.0%55.0%60.0%55.0%60.0%60.0%12.8%徳島県

40.0%70.0%70.0%40.5%51.7%23.8%⾹川県

33.3%77.0%72.0%60.7%56.0%48.0%18.1%愛媛県

50.0%60.0%65.0%--40.0%18.7%⾼知県

41.9%60.4%60.7%60.4%60.7%52.4%20.7%福岡県

48.0%81.5%76.9%75.0%63.0%53.6%31.1%佐賀県

40.3%50.9%75.0%37.4%75.0%61.8%17.6%⻑崎県

30.3%58.7%69.8%44.2%55.9%45.4%12.4%熊本県
(30.3%)(58.7%)(69.8%)(44.2%)(55.9%)(45.4%)(10.8%)（熊本市）
35.0%〜50.0%〜

75.0%--75.0%33.1%⼤分県
50.0%75.0%

35.0%44.0%54.0%--36.0%13.4%宮崎県

37.4%58.2%38.6%56.5%39.7%39.7%17.5%⿅児島県

40.0%--37.0%34.7%沖縄県

44.3%65.0%57.6%52.5%46.4%38.9%27.7%仙台市

31.4%46.9%45.3%43.0%38.7%33.1%15.2%横浜市

50.0%75.0%76.0%75.0%76.0%75.0%23.2%川崎市

50.0%76.0%75.0%76.0%75.0%75.0%16.9%相模原市

30.0%30.0%70.0%--45.0%14.4%名古屋市

50.0%75.0%75.0%75.0%75.0%75.0%13.1%京都市

33.9%42.9%41.0%--25.5%16.5%⼤阪市

32.2%37.3%46.0%--31.4%12.4%堺市

30.9%58.3%--38.0%12.4%神⼾市

32.1%47.0%48.9%42.9%42.2%38.6%19.1%北九州市

58.8%75.0%76.7%76.9%75.8%77.1%47.9%福岡市

50.2%76.5%75.0%77.4%75.9%76.9%世⽥⾕区

45.0%--33.0%18.9%横須賀市

62.1%100.0%100.0%--57.1%明⽯市

10年⽬7年⽬5年⽬

H30年度末
実績

（R11年度末）（R８年度末）（R６年度末）
学童期3歳以上

3歳未満
3歳以上

3歳未満3歳未満
以降就学前就学前

50.0%以上75.00%75.00%75.0%以上75.00%75.0%以上20.5%国が策定要領で⽰す数値

---現状からの増加
34.5%北海道

(29.7%)（札幌市）

47.9%62.2%60.9%--38.5%27.8%⻘森県

46.6%52.6%54.8%44.3%42.8%34.8%26.2%岩⼿県

62.2%63.2%51.9%55.4%51.4%40.2%宮城県

40.0%--26.0%12.2%秋⽥県

31.7%75.0%75.0%--57.5%20.0%⼭形県

30.0%75.0%75.0%75.0%75.0%75.0%24.6%福島県

60.7%69.8%71.4%--70.0%16.8%茨城県

41.0%--54.4%-53.1%19.2%栃⽊県

50.0%75.0%40.0%57.0%38.0%34.0%17.4%群⾺県

-----
36.0%18.8%埼⽟県

(36.0%)(40.0%)（さいたま市）
32.5%50.5%75.4%

--
57.0%27.9%千葉県

（千葉市） (50.0%)(74.1%)(73.7%)(55.6%)(31.2%)

33.6%50.5%50.5%38.2%28.7%14.1%14.9%東京都

24.6%75.0%75.0%--34.2%16.5%神奈川県

57.0%77.0%61.0%
--

53.0%40.0%新潟県
(57.0%)(77.0%)(61.0%)(53.0%)(55.9%)（新潟市）

33.3%66.7%66.7%--46.0%18.5%富⼭県

35.0%60.0%
--

40.0%15.9%⽯川県
(35.0%)(60.0%)(40.0%)(15.4%)（⾦沢市）

35.0%65.0%65.0%--33.0%16.6%福井県

50.0%以上75.0%以上--57.7%28.8%⼭梨県

36.5%67.7%75.0%--40.7%16.1%⻑野県

37.5%47.9%67.9%--48.1%16.1%岐⾩県

46.0%58.0%65.0%
--

45.0%21.9%静岡県
(52.0%)(58.0%)(64.0%)(53.0%)(48.5%)（静岡市）
(49.0%)(59.0%)(67.0%)(56.0%)(26.7%)（浜松市）

30.1%45.7%49.4%--28.5%15.9%愛知県

40.0%60.0%60.0%--48.4%28.8%三重県

60.2%65.4%73.9%--52.2%34.3%滋賀県

33.0%40.0%--25.0%14.8%京都府

38.0%44.0%64.0%--47.0%11.6%⼤阪府

47.1%46.8%55.8%37.9%44.2%37.5%19.2%兵庫県

31.0%42.0%47.0%--27.0%17.4%奈良県

都道府県社会的養育推進計画について（令和４年度末現在）
○ 各都道府県等から提出された計画について⾥親等委託率の数値⽬標や⾥親推進に向けた取組等をレーダーチャートにて取りまとめたうえで公表。（令和２
年８⽉７⽇）

○ その後、個別ヒアリング等を通じて、国の財政⾯の⽀援の活⽤も含めた更なる取組や⾥親等委託率の⽬標値の引き上げ等について個別に助⾔等を実施し、
これらの結果を踏まえた数値⽬標や取組状況を反映したレーダーチャートを公表。（令和３年３⽉31⽇）

○ さらに、都道府県等の取組を強⼒に⽀援し、計画の加速化を促すため、令和６年度末までの期間を「集中取組期間」として位置付け、毎年度、「⾥親委託
加速化プラン」の提出を求めている。

は、策定要領に示す国の基準を満たすもの ※1は、「3歳未満」と「3歳以上就学前」合計の委託率 ※2は、全年齢合計の委託率

※1

※1

※2

※2

※2

※2

※1

※2

※2

※2

※2

◎道・県と指定都市等が一体で計画を策定している場合は、カッコ（ ）で記載している。 22



合計里親等※乳児院児童養護施設

年度
割合児童数割合委託児童数割合入所児童数割合入所児童数

(％)(人)(％)(人)(％)(人)(％)(人)

10036,65913.54,9667.92,89078.628,803平成２３年度末

10036,56414.85,4078.02,92477.228,233平成２４年度末

10036,04215.65,6298.22,94876.227,465平成２５年度末

10035,82016.55,9038.02,87675.527,041平成２６年度末

10035,70317.56,2348.02,88274.526,587平成２７年度末

10035,79618.36,5467.82,80173.926,449平成２８年度末

10034,84619.76,8587.82,70673.925,282平成２９年度末

10034,69020.57,1047.72,67871.824,908平成３０年度末

10034,79121.57,4927.92,76070.524,539令和元年度末

10033,81022.87,7077.32,47269.923,631令和２年度末

10033,15723.57,7987.12,35169.423,008令和３年度末

（資料）福祉行政報告例（各年度末現在）※ 平成22年度の福島県の数値のみ家庭福祉課調べ

里親等委託率

○里親制度は、家庭的な環境の下で子どもの愛着関係を形成し、養護を行うことができる制度

○里親等委託率は、平成２３年度末の１３．５％から、令和２年度末には２３．５％に上昇

※ 「里親等」は、平成２１年度から制度化されたファミリーホーム（養育者の家庭で５～６人の児童を養育）を含む。
ファミリーホームは、令和３年度末で４４６か所、委託児童１，７１８人。

⾥親等委託率の推移

+4.8

+5.2
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